
昭
和
八
年
勅
令
第
三
百
七
号

農
業
動
産
信
用
法
施
行
令

第
一
条
　
農
業
動
産
信
用
法
ノ
農
業
用
動
産
ノ
範
囲
左
ノ
如
シ
但
シ
第
十
号
ニ
掲
グ
ル
モ
ノ
並
ニ
道
路
運
送
車
両
法
ニ
依
ル
自
動
車
ニ
シ
テ
軽
自
動
車
、
小
型
特
殊
自
動
車
及
二
輪
ノ
小
型
自
動
車
以
外
ノ
モ
ノ
ハ
同
法
第
三
章
ノ
農
業

用
動
産
ノ
範
囲
ヨ
リ
之
ヲ
除
ク

一
　
石
油
発
動
機
（
揮
発
油
発
動
機
、
灯
油
発
動
機
、
軽
油
発
動
機
及
重
油
発
動
機
ニ
限
ル
）
、
電
動
機
、
ト
ラ
ク
タ
ー
及
ボ
イ
ラ
ー

二
　
プ
ラ
ウ
、
ロ
ー
タ
リ
ー
、
ハ
ロ
ー
、
マ
ニ
ユ
ア
・
ロ
ー
ダ
ー
、
た
い
肥
散
布
機
、
尿
散
布
機
、
ブ
ロ
ー
ド
キ
ヤ
ス
タ
ー
、
石
灰
散
布
機
、
し
ろ
か
き
機
、
耕
土
均
平
機
、
耕
土
鎮
圧
機
、
う
ね
た
て
機
、
種
ま
き
機
（
施
肥
ヲ
併

セ
行
フ
モ
ノ
ヲ
含
ム
）
、
移
植
機
（
田
植
機
ヲ
含
ム
）
、
カ
ル
チ
ヴ
エ
ー
タ
ー
、
ス
ピ
ー
ド
ス
プ
レ
ヤ
ー
、
噴
霧
機
、
散
粉
機
、
土
壌
消
毒
機
、
心
土
破
砕
機
、
抜
根
機
、
揚
水
機
及
不
時
栽
培
用
暖
房
機

三
　
稲
麦
刈
取
機
、
脱
穀
機
（
脱
粒
機
ヲ
含
ム
）
、
コ
ン
バ
イ
ン
、
堀
取
機
、
か
ん
し
よ
つ
る
き
り
機
、
ば
れ
い
し
よ
収
穫
機
、
て
ん
さ
い
収
穫
機
、
茶
摘
機
及
条
桑
刈
取
機

四
　
穀
物
乾
燥
機
、
精
選
機
、
も
み
す
り
機
、
精
米
機
、
わ
ら
き
り
機
、
製

じ
よ
う

縄

機
、
な
わ
仕
上
げ
機
、
む
し
ろ
織
機
、
野
菜
洗
浄
機
（
水
切
機
及
乾
燥
機
ヲ
含
ム
）
及
製
茶
機
械
（
蒸
機
、
粗

じ
ゆ
う

揉

機
、

じ
ゆ
う
ね
ん

揉
捻

機
、
中

じ
ゆ
う

揉

機
、
精

じ
ゆ
う

揉

機
、
乾
燥
機
、

い
ち
よ
う

萎
凋
機
、
玉
解
機
、
ふ
る
い
わ
け
機
及

い
り炒

葉
機
ニ
限
ル
）

五
　
モ
ー
ア
ー
、
ヘ
イ
・
コ
ン
デ
イ
シ
ヨ
ナ
ー
、
ヘ
イ
・
テ
ツ
ダ
ー
、
ヘ
イ
・
レ
ー
キ
、
ヘ
イ
・
ベ
ー
ラ
ー
、
ヘ
イ
・
プ
レ
ス
、
牧
草
乾
燥
機
、
ヘ
イ
・
エ
レ
ヴ
エ
ー
タ
ー
、
飼
料
切
断
機
、
フ
オ
ー
レ
ジ
・
ハ
ー
ヴ
エ
ス
タ
ー
、
フ

オ
ー
レ
ジ
・
ブ
ロ
ー
ア
ー
、
サ
イ
ロ
・
ア
ン
ロ
ー
ダ
ー
、
飼
料
粉
砕
機
、
飼
料
配
合
機
、
飼
料
貯
蔵
タ
ン
ク
、
給
餌
機
、
搾
乳
機
、
牛
乳
冷
却
機
、
貯
乳
タ
ン
ク
、
牛
乳
分
離
機
、
バ
ー
ン
・
ク
リ
ー
ナ
ー
、
ふ
卵
機
、
育

す
う雛

機
、

集
卵
機
、
選
卵
機
、
鶏
卵
洗
浄
機
及
鶏
ふ
ん
乾
燥
機

六
　
桑
刻
み
機
、
給
桑
機
、
蚕
室
用
温
湿
度
調
整
機
、
熟
蚕
条
払
機
、
収
繭
機
及
繭
毛
羽
取
機

七
　
ト
レ
ー
ラ
ー
、
貨
物
自
動
車
、
ス
チ
ー
ム
・
ク
リ
ー
ナ
ー
及
台
秤

八
　
牛
、
馬
及
種
豚

九
　
総
噸
数
二
十
噸
未
満
ノ
漁
船
但
シ
総
噸
数
五
噸
未
満
ノ
漁
船
ニ
在
リ
テ
ハ
発
動
機
ノ
備
附
ア
ル
モ
ノ
又
ハ
長
サ
七
メ
ー
ト
ル
以
上
ノ
モ
ノ

十
　
羊
、
豚
（
種
豚
ヲ
除
ク
）
、
鶏
及
あ
ひ
る

第
二
条
　
農
業
動
産
信
用
法
ノ
先
取
特
権
ヲ
取
得
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
法
人
左
ノ
如
シ

一
　
農
業
協
同
組
合
法
第
十
条
第
一
項
第
二
号
ノ
事
業
ヲ
行
フ
農
業
協
同
組
合
連
合
会

二
　
水
産
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
ノ
事
業
ヲ
行
フ
漁
業
協
同
組
合
及
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
第
三
号
ノ
事
業
ヲ
行
フ
漁
業
協
同
組
合
連
合
会

農
業
用
動
産
ノ
抵
当
権
ヲ
取
得
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
法
人
ハ
前
項
各
号
ニ
掲
グ
ル
モ
ノ
ノ
外
左
ノ
如
シ

一
　
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫

二
　
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫

三
　
農
林
中
央
金
庫

四
　
銀
行

五
　
信
用
金
庫

六
　
信
用
協
同
組
合

七
　
農
業
信
用
基
金
協
会

八
　
漁
業
信
用
基
金
協
会

第
三
条
　
農
業
動
産
信
用
法
第
四
条
第
一
項
第
六
号
ノ
水
産
養
殖
用
ノ
種
苗
又
ハ
餌
料
ハ
一
定
ノ
区
域
内
ニ
於
テ
垂
下
用
懸
垂
柵
若
ハ
篊
ヲ
建
設
シ
テ
為
ス
養
殖
業
又
ハ
土
、
石
、
竹
、
木
等
ノ
囲
障
ニ
依
リ
限
界
セ
ラ
レ
タ
ル
一
定
ノ

区
域
内
ニ
於
テ
為
ス
養
殖
業
ニ
用
フ
ル
種
苗
又
ハ
餌
料
ニ
シ
テ
左
ニ
掲
グ
ル
モ
ノ
ト
ス

一
　
種
苗
ニ
在
リ
テ
ハ
か
き
、
の
り
、
う
な
ぎ
、
こ
ひ
、
ま
す
（
陸
封
性
ノ
モ
ノ
）
、
ぼ
ら
、
わ
か
さ
ぎ
、
あ
ゆ
、
は
ま
ち
及
え
び

二
　
餌
料
ニ
在
リ
テ
ハ
蚕
ノ
さ
な
ぎ
、
い
さ
ざ
（
別
名
こ
ま
せ
）
、
小
麦
粉
及
い
わ
し

第
四
条
　
農
業
動
産
信
用
法
第
四
条
第
二
項
ニ
規
定
ス
ル
貸
付
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
法
人
又
ハ
同
法
第
十
二
条
ニ
規
定
ス
ル
抵
当
権
ニ
依
リ
担
保
セ
ラ
ル
ル
債
務
ヲ
負
担
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
法
人
左
ノ
如
シ

一
　
農
業
協
同
組
合

二
　
農
事
組
合
法
人

三
　
漁
業
協
同
組
合

第
五
条
　
抵
当
権
ノ
目
的
タ
ル
農
業
用
動
産
ノ
所
有
者
之
ヲ
譲
渡
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
譲
受
人
ニ
対
シ
左
ニ
掲
グ
ル
事
項
ヲ
告
知
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

一
　
当
該
動
産
ガ
抵
当
権
ノ
目
的
タ
ル
コ
ト

二
　
抵
当
権
者
ノ
名
称
及
事
務
所

三
　
債
務
ノ
金
額
、
利
率
、
償
還
方
法
、
発
生
ノ
時
期
及
弁
済
期

四
　
農
業
用
動
産
ノ
所
有
者
ガ
債
務
者
ニ
非
ザ
ル
ト
キ
ハ
債
務
者
ノ
氏
名
又
ハ
名
称
及
住
所
又
ハ
事
務
所

前
項
ノ
規
定
ハ
抵
当
権
ノ
目
的
タ
ル
農
業
用
動
産
ヲ
他
ノ
債
務
ノ
担
保
ニ
供
セ
ン
ト
ス
ル
場
合
ニ
於
ケ
ル
其
ノ
債
権
者
ニ
対
ス
ル
告
知
ニ
之
ヲ
準
用
ス

附
　
則

本
令
ハ
農
業
動
産
信
用
法
施
行
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス
但
シ
第
二
条
第
二
号
ノ
規
定
ハ
昭
和
八
年
法
律
第
三
十
三
号
施
行
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

第
六
章
　
附
　
則
　
（
昭
和
一
八
年
九
月
一
〇
日
勅
令
第
七
〇
五
号
）
　
抄
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第
一
節
　
施
行
期
日

第
八
十
四
条
　
本
令
ハ
昭
和
十
八
年
九
月
十
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

第
五
章
　
附
　
則
　
（
昭
和
一
八
年
九
月
一
三
日
勅
令
第
七
一
三
号
）
　
抄

第
一
節
　
施
行
期
日

第
七
十
八
条
　
本
令
ハ
昭
和
十
八
年
九
月
十
五
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

附
　
則
　
（
昭
和
二
二
年
一
二
月
二
四
日
政
令
第
二
八
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
四
年
二
月
一
一
日
政
令
第
四
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
二
十
四
年
二
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
六
年
六
月
一
日
法
律
第
一
八
八
号
）

こ
の
法
律
は
、
法
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
八
年
九
月
一
三
日
政
令
第
三
二
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
八
年
十
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
三
月
三
一
日
政
令
第
九
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
一
二
月
二
四
日
政
令
第
三
三
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
四
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
農
業
動
産
信
用
法
の
先
取
特
権
及
び
農
業
用
動
産
の
抵
当
権
に
関
し
て
は
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
五
月
一
三
日
政
令
第
一
八
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
七
月
二
九
日
政
令
第
二
三
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
年
八
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
九
月
五
日
政
令
第
二
八
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
〇
月
二
日
政
令
第
三
〇
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
九
月
一
九
日
政
令
第
二
九
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
二
五
日
政
令
第
五
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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